
 
 
 
社会福祉法（昭和26年法律第45号）第107条に基づく市町村地域福祉

計画。 

市の総合計画・基本構想に掲げたまちづくりの柱の１つである「元気

な人づくり」を実現するために、地域福祉の方向性を示します。 

前計画は、平成２６年度～平成３０年度の５年間で満了。 

今回、地域生活課題の多様化や複合化に対応するため、本計画を福祉

分野の全ての個別計画の上位計画として位置づけ、各個別計画及び既存

制度の狭間にある問題や横断的な課題の解決に向けた理念と仕組みを

示します。 

 

 

 
・ 市総合計画の基本理念である「自立と協働」のもと、自治振興会や

町内会を中心として地域福祉を推進（地域福祉ネットワーク会議の

開催率１００％、町内福祉連絡会の開催率約７０％） 
・ 平成２９年４月から自治振興会・市社会福祉協議会・本市の三者連

名で福祉推進員を委嘱し、三者間の連携と地域全体で支え合う体制

を強化 
・ 平成２７年４月から生活困窮者のための自立支援窓口として市社会

福祉協議会に自立相談支援センター「くらしごとさぽーと」を開設 
・ 平成２７年４月から子育て世代包括支援センターを設置 
・ 平成３０年１１月から越前市高齢者等安全・安心ネット

ワーク推進会議を設置 
 

 

 

 

 

 

 

少子高齢社会が進行し、人口減少社会が本格化する見通しで、社会経

済活力の低下をもたらすことが懸念されます。 

 

越前市の福祉課題の現状 

越前市地域福祉計画＜平成３１年度～平成３５年度＞概要版                     
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私たち地域住民等が主体となって考え、行動し、相互に支え合え

る関係性を築くために、誰もがお互いの存在を知り、認め合い、多

様な生き方や自己実現の場をつくっていきます。そして越前市は、

「ともに生きる 福祉でまちづくり」の理念のもと、相談支援機関

や専門機関等と協働で、地域共生社会を構築するための基盤整備を

行います。 
 

 
図１ 越前市が目指す共生社会イメージ 

 

 

 
 
次の５つの基本目標と、施策の方向に沿って、「ともに生きる 福祉で

まちづくり」を推進します。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 計画の基本目標と施策の方向 

越前市地域福祉計画＜平成３１年度～平成３５年度＞の内容 

計画の基本目標と施策の方向 
基本理念 

ともに 

支え合うまち 

お互いを 

認め合うまち 

課題を解決する 
ための協力体制

があるまち 

安全で安心して 
快適に暮らせる 

まち 

つながりの醸成 

地域の担い手の発掘・育成 

地域住民のつながりによる地域力の維持と地域活性化  

対等な関係づくり 

包括的な相談窓口と協力体制の整備 

保健・医療・教育・労働・福祉などの協働とサービスの創出  

地域力を支える関係団体・専門機関の人材育成 

ユニバーサルデザイン等の視点に立ったまちづくり 

防犯・事故防止・消費者被害対策 

災害時の支援体制づくり 

育ちをつなげ 

自立を支えるまち 

地域における「縦横連携」を進めるための体制づくり  

「縦横連携」によるライフステージごとの個別の支援の充実  

越前市が目指す共生社会 

 ともに生きる 福祉でまちづくり 

２ 

居場所づくり 

基本目標１ 

基本目標２ 

基本目標３ 

基本目標４ 

基本目標５ 



 

 

 

○自治振興会活動など本市の強みを生かした地域福祉を推進 

○多様な人々による地域づくりの推進 

○課題を解決するための協力体制の整備 

○縦横連携による切れ目ない支援体制の整備 

 

 

①地域社会を支えるネットワークの周知と定着を推進 

・町内福祉連絡会及び地区福祉ネットワーク会議の組織化、継続及び定

着を推進し、町内から地区、地区から支援関係機関に繋ぐ三層構造の仕

組みの構築及び定着を推進 

 

図３ 町内から地区、地区から支援関係機関に繋ぐ三層構造 

②多様な人々が、地域をともに創りやすい環境を整備 

・外国人、障がい者、性的マイノリティなどを含む多様な人々が、お

互いに尊重し合い、社会や地域づくりに取組めるよう、人権・福祉教

育などの啓発活動を推進すると共に、情報保障やユニバーサルデザイ

ンなどによる環境整備を推進 

 

 

図４ 合理的な配慮の推進「障がい者差別解消越前市職員対応ガイドライン」抜粋 

計画の特徴と主な取組み 
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③課題を解決するための協力体制の整備 

・複雑化する課題に対応するため、誰もが気軽に相談できる、多職種が

協働して課題解決に取組む包括的な相談体制の整備と周知 

 

 
図５ 課題を解決するための協力体制イメージ 

 

④縦横連携による切れ目ない支援体制の整備 

・乳幼児期から学齢期、成年期までの育ちをつなぐ「縦」

の連携と、保健、福祉、医療、教育及び就労の関係機関

をつなぐ「横」の連携による、切れ目ない支援体制づく

り 
 

図６ 越前市における縦横連携イメージ 
 
 
・「早期把握と対応」、「包括的支援」、推進だけではなく今ある強み

の「維持・継続」という観点も加え、持続可能な無理のない取組みを

行います。 

・地域住民、自治振興会や町内会、行政や社会福祉事業者、医療機関を

含む専門機関など、さまざまな主体がネットワークを組みながら協働

して推進します。 
・進捗状況の点検及び評価を、計画中間年である平成３３年度並びに最

終年の平成３５年度に行います。 

・来年度改定予定の地域福祉活動計画と整合性をはかり、市社会福祉協

議会と連携して推進を図ります。 

・計画書を関係団体、専門機関などへ配布するとともに、市広報やホー

ムページなどにより、広く市民に周知を図ります。 

計画の推進 
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